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○福知山市安心生活見守り事業実施要綱 

平成24年12月12日 

告示第174号 

（目的） 

第１条 この要綱は、高齢者のみの世帯（一人暮らしを含む。）及びこれに準ずる世帯等に属する者

（以下「一人暮らし高齢者等」という。）の住み慣れた地域における継続した生活を支援するた

め、受信センターを利用して急病、事故等の緊急時における迅速かつ適切な対応、日常生活におけ

る相談に対する助言等を行う安心生活見守り事業（以下「事業」という。）について必要な事項を

定め、もって福祉の増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 装置 電話回線を利用して、受信センターへ通報等を行うために一人暮らし高齢者等の居宅に

設置する機器をいう。 

(2) 生活見守りセンサー 装置と連動して日常生活の見守りを行う機器をいう。 

(3) 近隣協力員 この事業を利用する一人暮らし高齢者等（以下「利用者」という。）が選任し、

当該利用者の緊急時における対応に応ずる者をいう。 

(4) 受信センター 事業において装置を介した電話対応を専門に行う部署をいう。 

（事業の内容） 

第３条 事業の内容は、装置を利用した受信センターの業務であって次に掲げるものとする。 

(1) 利用者の居宅における急病、事故等緊急時に装置を介して発せられる通報に対し、救急隊等の

出動、近隣協力員への確認依頼その他必要な措置を講じること。 

(2) 利用者の日常生活における相談に応じ、助言すること。 

(3) 定期的な利用者の安否確認を行うこと。 

(4) 生活見守りセンサーから発せられた通報に対し、近隣協力員及び緊急連絡先への状況確認依頼

その他必要な措置を講じること。 

（事業の委託） 

第４条 市長は、この事業の実施について、利用者の決定及びその取消し並びにサービス提供の中止

に関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者（以下「受託者」とい

う。）に委託するものとする。 

（対象者） 

第５条 この事業の対象となる者は、次に該当する者で事業による支援が必要と市長が認めた者とす

る。 

(1) 本市に住民登録がなされている者 

(2) 現に固定電話を保有している者 
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(3) 65歳以上の一人暮らし若しくは高齢者のみの世帯、65歳以上の高齢者と障害のある人のみで構

成される世帯又は障害のある人のみで構成される世帯に属する者 

（申請） 

第６条 事業を利用しようとする者は、福知山市安心生活見守り事業申請書（別記様式第１号）に福

知山市安心生活見守り事業調書（別記様式第２号）を添えて市長に提出しなければならない。 

（決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請書の内容を審査の上、事業の実施

の可否を決定し、福知山市安心生活見守り事業決定通知書（別記様式第３号）により当該申請者に

通知するものとする。 

（申請内容の変更） 

第８条 利用者は、申請内容に変更のあったときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならな

い。 

（取消等） 

第９条 市長は、事業を実施することが不適当と認めたときは、事業の実施の決定を取り消し、又は

中止することができる。 

（経費及び費用の負担） 

第10条 装置の設置工事代は本市の負担とし、使用料は無償とする 

２ 生活見守りセンサーの利用を希望する者は、受託者が定める利用料を支払わなければならない。 

（その他） 

第11条 この事業に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成24年12月12日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日の前日までに、福知山市緊急発信設備付電話設置事業実施要綱の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの事業の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成30年３月29日告示第172号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の福知山市安心生活見守り事業実施要綱第７条

の規定により安全生活見守り事業の利用の決定がされている者は、この告示による改正後の福知山

市安心生活見守り事業実施要綱第７条の規定により当該事業の利用の決定がなされたものとみな

す。 
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附 則（令和３年６月21日告示第120号） 

この告示は、令和３年６月21日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日告示第370号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月31日告示第351号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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様式第２号（第６条関係） 

 

福知山市安心生活見守り事業調書 

 

  福知山市安心生活見守り事業の実施に当たり次の事項について承諾及び誓約します。 

 １ 貸与を受けた装置については、善良な管理を行い、他の目的に使用しません。 

 ２ 貸与を受けた装置を紛失又は破損した時は、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償し

ます。 

 ３ 緊急事態発生時に内鍵等により施錠され入室できない場合は、必要な個所を破壊し、 

事態に対応していただくこと。また、その修復については、相手方の責任を問いません。 

 ４ 個人情報について、事業に必要な関係者へ提供することを承諾します。 

年  月  日   

 

   申請者氏名              

 

   対象者氏名                

設置する電話

の加入権者等 

 住   所 福知山市 
 
 氏   名 
 
 電話番号 

近隣協力者 

 

※見守りセン

ターより安否

確認のため連

絡があった場

合には、可能な

限りの対応を

お願いします。 

住所 〒       自治会名（      ） 

福知山市   

対象者宅との距離 
 
 

ｍ 

 

氏 名
ふりがな

              
 

 

 

個人情報について、事業に必要な関係者へ提供する

ことを承諾します。 

電話番号 

民生児童委員 

署 名 欄 

氏  名            

 

電話番号  

 

 

 

裏面あり 
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別記様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

 


